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１． 三重県建設工事執行規則の施行に関し必要な書類の様式を定める要綱 

平成 29 年６月１日（抜粋） 

 

（１）［第１号様式の２］建設工事請負契約書の条項［金銭的保証用］（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 16 条（工事用地の確保） 

 

発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等」

という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められ

た日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に

受注者が所有又は管理する工事用材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理

するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等

を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地

等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用

地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は

修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法については、発注者が受注者の意見を聴いて定

める。 

第 10 条（現場代理人及び主任技術者等） 

 

受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏

名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。 

(１) 現場代理人 

(２) （Ａ）〔   〕主任技術者 

（Ｂ）〔   〕監理技術者 

(３) 専門技術者（建設業法第 26 条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金

額の変更、請負代金額の請求及び受領、第 12 条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同

条第４項の請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権利を除き、この契約に基づく

受注者の一切の権限を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に

支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場

における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しよ

うとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

５ 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。ただし、

三重県低入札価格調査実施要領に規定する調査基準価格を下回って契約をする場合は、現場代理人、主

任技術者及び監理技術者は、これを兼ねることができない。 
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第 20 条（工事の中止） 

 

工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、

騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰す

ことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者

が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工

事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、

工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認めるとき

は工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働

者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若

しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

第 18 条（条件変更等） 

 

受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直

ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(１) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順

位が定められている場合を除く。）。 

(２) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(３) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(４) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な

施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(５) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこ

と。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したとき

は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場

合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があると

きは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなけれ

ばならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の

意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるとき

は、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

(１) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者

が行う。 

(２) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発

注者が行う。 

(３) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 

発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により、設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない。 
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第 49 条（受注者の解除権） 

 

受注者は、次の各号のいずれかに該当するときには、この契約を解除することができる。 

(１) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(２) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の５（工期の 10 分の５が６月を超え

るときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部

分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

(３) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。 

第 22 条（発注者の請求による工期の短縮等） 

 

発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求する

ことができる。 

２ 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があると

きは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

３ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 
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２． 三重県公共工事共通仕様書 平成 28 年７月 （抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-1-6 技術者（監理技術者等）等 

 

１．技術者の選任 

受注者は、契約書第 10 条に規定する主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）を

定める場合で、当該工事が、土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、

舗装工事、塗装工事、しゅんせつ工事、造園工事及び水道施設工事である場合には、表１－１に示す予

定価格に該当する監理技術者等を選任しなければならない。 

表１－１ 監理技術者等の資格・・・【省略】 

２．技術者の変更 

（１）受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、

主任技術者及び監理技術者（以下技術者等という）を変更できるものとする。 

変更については、下記を満足することを条件とする。 

① 死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合。 

② 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された

場合。 

③ 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

（２）途中交代を認める際の現場対応は、以下のとおりとする。 

①  交代後の技術者等に求める資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験

で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。 

② 技術者等の交代に際し、継続的な業務が遂行できるよう、新旧の技術者等を７日以上の間重複配置す

ることを求め、適切な引継を確保するものとする。ただし、死亡、傷病の場合は除く。 

３．監理技術者 

受注者は、専任の監理技術者について建設業法第 27 条の 18 第１項の規定による監理技術者資格者証

（以下「資格者証」という。）の交付を受けており、かつ監理技術者講習を過去５年以内に受講した者

のうちから、これを選任するものとし、資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを現場代理人等選任

通知書に添付して発注者に提出するものとする。 

４．工場製作後に現場施工（据付作業含む）を伴う工事 

受注者は、当該工事に配置する監理技術者等が、工場製作と現場施工（据付作業含む）で異なる場合、

工場製作時及び現場施工（据付作業含む）時のそれぞれに従事する監理技術者等を第１編 1-1-5 第１項

施工計画書に記載しなければならない。 

５.現場代理人等通知書 

受注者は、現場代理人等選任通知書を工事契約締結時に発注者に提出しなければならない。 

６．技術者の兼任 

受注者は、請負金額500万円以上2,500万円未満（建築工事にあっては請負金額が1,500万円以上5,000

万円未満）の県発注公共工事（応急工事等に係るものを除く）において、１人の主任技術者が兼任でき

る工事数は、２件以下とする。ただし、請負金額の合計が 3,000 万円（建築工事のみの場合にあっては

6,000 万円）以下の場合はこの限りではない。 

なお、請負金額 2,500 万円（建築工事にあっては 5,000 万円）以上の県発注公共工事の専任を要しな

い主任技術者は、請負金額 500 万円（建築工事にあっては 1,500 万円）以上の県発注公共工事の技術者

を兼任できないものとする。 
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1-1-16 工事の一時中止 

 

１．一般事項 

発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に

対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることがで

きる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人

為的な事象による工事の中断については、1-1-50 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければ

ならない。 

（１）契約書第 16 条に規定する工事用地が確保されない場合 

（２）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可

能となった場合 

（３）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 

（４）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 

（５）第三者、受注者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合 

（６）災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が不適当又は不可

能となった場合 

２．発注者の中止権 

発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場

合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止させることが

できる。 

３．基本計画書の作成 

前１項及び２項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関す

る基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の再開に備

え工事現場を保全しなければならない。 
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1-1-18 工期変更 

 

１．一般事項 

契約書第 15 条第７項、第 17 条第１項、第 18 条第５項、第 19 条、第 20 条第３項、第 21 条及び第 43

条第２項の規定に基づく工期の変更について、契約書第 23 条の工期変更協議の対象であるか否かを監督

員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものとし、監督員はその結果を

受注者に通知するものとする。 

２．設計図書の変更等 

受注者は、契約書第 18 条第５項及び第 19 条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第１

項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の

算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第２項に定める協議開始の日までに

工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 

３．工事の一時中止 

受注者は、契約書第 20 条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第１項に

示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出

根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第２項に定める協議開始の日までに工期

変更に関して監督員と協議しなければならない。 

４．工期の延長 

受注者は、契約書第 21 条に基づき工期の延長を求める場合、第１項に示す事前協議において工期変更

協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な

資料を添付の上、契約書第 23 条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しな

ければならない。 

５．工期の短縮 

受注者は、契約書第 22 条第１項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、

変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第 23 条第２項に定める協議開始の日までに工期変更に関

して監督員と協議しなければならない。 
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３．積算基準（共通編） 平成 29 年７月 （抜粋） 
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（※）Ｊ：対象額は、一時中止時点の契約上の現場管理費対象純工事費とする。 
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Ⅱ 補足資料 

 

１．三重県工事一時中止に係るガイドラインについて 

 

 

 

 

 

 

対象工事 発注者が、契約書第 20 条第３項の負担額を負担する工事は下記条件を満たす工事

とする。 

○予測し難い理由により中止した工事 

○施工途中にある工事の主要部分を長期にわたって（指示した期間）中止した工事 

○著しい増し分費用が生じた工事 

増加費用として積算する範囲 ○工事現場の維持に要する費用  ○中止により工期延期となる場合の費用 

○工事体制の縮小に要する費用  ○工期短縮を行った場合の費用 

○工事の再開・準備に要する費用 

増加費用の算定 ○増加費用の算定は、受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工

事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など発注者と受注

者が協議して行う。 

○各構成費目は、原則として中止期間中に要した費用の内容について積算する。 

※再開以降の工事にかかる増加費用は従来どおり設計変更で処理する。 

 

２．工事一時中止の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●三重県工事一時中止に係るガイドラインについて 

●増加費用に関する基本事項 

ガイドラインの内容については、積算基準の「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算方法」をとり
まとめたもの。 

●全部中止と一部一時中止の違い 

契約書（第 20 条）では、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨等、自然的又は人為
的な事象であって、乙の責に帰すことができないものにより、乙が工事を施工できないと認められると
きは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知することとされている。 
工事の一時中止には、①工事の全部を中止する場合（一時中止）、②工事の一部を中止する場合（一

部一時中止）があり、契約上の取扱いや、増し分費用の計上方法が異なる。 

工事一時中止 ①工事全体の一時中止

②一部一時中止（主たる工種の一時中止） 標準積算外（見積りによる積上げ積算）

標準積算 

・維持工事のうち経常的な工事である場合 

・中止期間が３ヶ月を超える場合 

一部一時中止の場合の増し分費用について 

中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除

き、請負金額及び工期の変更を行う。（主たる工種は工事費構成比率が最大の工種のみを指すも

のではない） 
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９．工事請負代金変更請求の作成例(３) 

●増加費用の見積根拠資料例 

 

（１）現場代理人等給料について 

   

 

     
 

 

 

 

（２）福利厚生費、通信交通費、営繕費について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現場代理人 監理技術者

中止期間中報告書 ○月 総括表

月 日 曜日

○年 1 金

○月 2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

特殊部位置の確認（現地照査）

○○○○株式会社 ○○支店

特殊部位置の確認（現地照査）

特殊部位置の確認（現地照査）

道路調整会議（占用企業者）

現地調査（試掘の立会）

現地調査（支障物等の確認）

現地調査（支障物等の確認）

現地調査（支障物等の確認）

現地調査（試掘の立会）

現地調査（試掘の立会）

現地調査（現地測量）

現地調査（現地測量）

現地調査（支障物等の確認）

現地調査（支障物等の確認）

現地調査（支障物等の確認）

現地調査（現地測量）

現地調査（現地測量）

現地調査（現地測量）

現地調査（現地測量）

作業の内容

工事の一時中止指示

現地調査（現地測量）

①当該現場での作業内容 ②給与等の内訳書 

※工事中止に伴い、監理技術者の選任を解除。工事再開の約

1 ヶ月前から専任を再開。（別途変更基本計画書を提出） 

【現場代理人 ○○ ○○】

給与 超金手当 賞与配賦金
給与手当

小計

○月 369,900 110,147 102,825 582,872

○月 369,900 0 102,825 472,725

○月 369,900 23,725 102,825 496,450

○月 369,900 5,932 102,825 478,657

○月（9日分） 109,103 753 38,717 148,573

合計 1,588,703 140,557 450,017 2,179,277

対象期間平均 369,466 32,688 104,655 506,809

【監理技術者 ○○ ○○】

給与 超金手当 賞与配賦金
給与手当

小計

○月

○月

○月

○月 523,600 0 180,937 704,537

○月（9日分） 158,139 0 52,530 210,669

合計 681,739 0 233,467 915,206

対象期間平均 524,415 0 179,590 704,005

月別給与支給明細書

③給与明細等の資料（各月の給与明細書、・前年
の源泉徴収票等 

税抜金額

項目 細別 支払先 金額 備考

事務用品費

コピー代 ○○○○（株） 37,000

通信交通費

連絡車 （株）○○○○ 26,300

現場事務所

レンタルハウス ○○○○（株） 38,000

合計 101,300

福利厚生費 事務用品費 通信交信費 現場事務所

○月 7,850 26,300 38,000

○月 26,300 38,000

○月 27,649 26,300 38,000

○月 37,000 26,300 38,000

○月（9日分） 13,935 7,635 11,032

合計 35,499 50,935 112,835 163,032

① 経費別支払調書（平成○○年〇○月分） 

③ 経費支払 集計調書 

②事務用品費の証明書類の提出（請求書の例） 

現場着手の目処が

立ったことから、

○月に変更基本計

画書を提出し、監

理技術者を専任に

変更した 
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10．工事請負代金の構成 

●増加費用等の構成 

◇中止期間中の現場維持等に要する費用は工事原価に含めて計上し、一般管理費等の対象とする。 

◇増加費用等には、請負比率は考慮しないものする。 

◇増加費用等についての変更契約は、工事再開後に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事名：○○○電線共同溝工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量増減 金額増減 摘要

1 19,590,000

1 19,590,000

1 19,590,000

1 19,590,000

1 19,590,000

1 19,590,000

10,000 1,959 19,590,000

10,000 1,959 19,590,000

1 19,590,000

1 19,590,000

1 2,464,125

1 2,464,125

1 2,464,125

1 2,464,125

1 22,054,125

1 22,054,125

1 7,344,677

1 7,344,677

1 0

1 3,456,000

1 29,398,802

1 32,854,802

1 3,621,198

1 4,005,198

1 33,020,000

1 36,860,000

1 2,641,600

1 2,948,800

1 35,661,600

1 39,808,800

※「中止期間中の現場維持費」には、請負比率を考慮しない。

共同溝 式

開削土工 式

掘削工 式

開削掘削 式

式

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

共通仮設費（率計上） 式 0 0

共通仮設費 式 0 0

直接工事費

純工事費 式 0 0

現場管理費 式 0 0

中止期間中の現場維持等の費用 式 0 3,456,000 ※

工事原価 式 0 3,456,000

0 3,840,000

一般管理費等 式 0 384,000

設 計 内 訳 書

工事費計 式 0 4,147,200

消費税相当額 式 0 307,200

工事価格 式

【増額費用の計算例】 

中止期間が３ヶ月を超える場合 赤字は増額

請負工事費 

工事価格 

消費税相当額 

工事原価 

直接工事費 

共通仮設費 

純工事費 

現場管理費 

中止期間中の現場維持等の費用

間接工事費 

一般管理費等

+4,147,200 

35,661,600 

+3,840,000 

33,020,000 

+307,200 

2,641,600 

+3,456,000

29,398,802

19,590,000

22,054,125

2,464,125 

7 344 677 

+3,456,000

 9,808,802

+3,456,000 

+384,000

3,621,198


